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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、企業として目指していく方向性について全ての従業員が認識し、持続的に成長を図ることを目的として、コアバリューと理念、
パーパス、ミッションを定めております。定義した内容は以下のとおりです。

　＜コアバリューと理念＞

　　誠実であれ！情熱をもって 挑戦する！

　＜パーパス＞

　　ご縁ある人々の笑顔のために

　＜ミッション＞

　・私たちは、グループ会社のミッション達成に全面協力する

　・私たちは2028年までに、７年後日本を代表する、ワクワクする未来事業をつくる

　また、経営理念は以下のとおり定めております。

　　一．誠実・信用・信頼

　　一．私たちは、素直な心で互いに協力し良いことは即実行します

　　一．私たちは、国籍・宗教・性別・年齢・経験に関係なく能力を発揮する人財（ひと）になり、素晴らしい未来を創るために挑戦します

ご縁ある人々の笑顔のために、誠実・信用・信頼を企業経営の根底に置き、ご縁ある人々の笑顔を追求し、人財を育成していく真摯な経営そのも
のを表現したものであります。当社グループは、経営理念に基づいた企業経営を行い、社会に貢献することを経営の基本方針とし、「感動創造カン
パニー」を目指しております。その実現のためには、公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高め企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果た
し、当社の全ての利害関係者（ステークホルダー）から信頼を得ることが不可欠であると考えております。

このような観点から、経営の監視機能及び内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を重要課題として取り組み、企業価値の向上に努
めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　株主総会における権利行使】

当社は、現状、海外投資家の持ち株比率は1％台であり、招集通知の英訳化を実施しておりません。しかしながら、海外投資家への情報提供も必
要と認識しており、招集通知の英訳化については、今後の課題であると捉えております。なお、決算短信の英訳化、議決権電子行使プラットフォー
ムの導入は実施済みであります。

【補充原則２－４－１　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

当社は、経営理念の中で、国籍、宗教、性別、年齢、経験等にかかわらないことを掲げ、公正・公平な人材採用・登用の推進に取り組んでいます。

また、女性が十分に能力を発揮し、活躍できる環境の整備を進めており、2021年4月1日～2026年3月31日の期間において管理職に占める女性比
率を30.0％以上とする目標を設定しています。当社グループの2025年10月31日時点での女性管理職比率は22.6％となっています。

提出日現在、外国人及び中途採用者の管理職への登用にかかる目標設定は行っておりませんが、人材の多様性の確保は重要な課題であると認
識しており、今後も中長期的な課題として取り組んでまいります。

【補充原則３－１－３　情報開示の充実、４－２－２　取締役会の役割・責務(2)】

当社は、自社のサステナビリティに関する課題への対応を企業価値向上のための重要な要素と認識しており、サステナビリティへの取組みについ
ては、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると考えサステナビリティ推進委員会を設置しております。人的資本や
知的財産への投資等についての情報も含め、自社のサステナビリティに関する基本的な方針や今後の取組みの適切な開示につきましては、前向
きに検討してまいります。

【補充原則４－１－２　取締役会の役割・責務(1)】

当社では中期経営計画を公表しておりません。当社は中長期にわたって安定的に業績を伸ばしていくことを目標としており、そのために全社一丸
となって邁進しておりますが、当社の業績の伸びは国内婚礼事業の新規出店の成功に負っている部分が大きく、また一店舗当たりの投資額も約1
0億円～20億円超と業績に与える影響が大きくなっております。そのため新規出店の立地選定は慎重に行う必要があり、安易な選定は長期的な
当社業績にマイナス影響を与える可能性が大きくなります。出店の成否に大きく影響する立地選定が未定の状況での中期経営計画の公表は、そ
の計数の裏付けが薄く、その結果株主や投資家の皆様をミスリードする可能性を排除できないため、今後とも単年度計画の公表とさせていただき
ます。

【補充原則５－２－１　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社では、当社を取り巻く事業環境の変化が激しい中で、中長期の経営計画を株主の皆様にコミットすることは、環境の変化に対応する柔軟性や
機動性を損なう可能性があると考えております。そのため、当社では中期経営計画は公表しておりませんが、長期ビジョンを掲げることで株主・投
資家との共有認識を醸成できるよう努めております。また毎期初において、当該期の目標額を開示しており、その実現に向けて全社一丸となって
取り組んでおります。目標額と一定の乖離が生じた際は、必要な開示を行っております。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

当社は、株式を取得・保有することが事業の円滑な推進及び当社の中長期的な企業価値向上に資する場合を除き、原則として取引先等の株式を
取得・保有しません。

政策保有目的で保有する株式については、毎年取締役会において、個別銘柄毎に保有の意義及び保有に伴う収益やリスクが資本コストに見合っ
ているか等について検証します。なお、検証の結果、保有の意義や妥当性が認められなくなったと判断した銘柄については、市場環境を勘案しな
がら、一定期間内に縮減を図ります。

また、議決権行使については、株式価値及び取引先の中長期的な企業価値向上の観点を踏まえて適切に行使します。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

関連当事者間の取引については、必要な案件については事前に取締役会にて承認を受け、利益相反取引に当たらないか、株主共通の利益を損
ねることにならないかをチェックします。それに準じる取引についても取締役会へ報告を行う事としております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、従業員への福利厚生制度の一環として、確定拠出年金制度を設けており、確定拠出年金制度における運用については、加入者である従
業員が、運営管理機関に対して指図を行うものであり、運用に伴うリターン及びリスクも加入者である従業員が負担するものであります。そのた
め、当該企業年金について、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立て等の運用に関与しておりませんが、従業員に対して、適宜
適切に資産運用に関する教育機会の提供を行っております。

【原則３－１　情報開示の充実】

当社では、コーポレートガバナンスの実現のために、適時適切な情報開示が重要であると認識しており、法定開示のほか任意的な事項につきまし
ても適時開示のほか当社ホームページや各種メディア媒体などを通じて積極的に情報提供をしております。

（1）当社の経営理念、ビジョン、行動憲章については当社ＨＰをご覧ください。

（2）当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、基本方針については、当社HP、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書
をご覧ください。

（3）経営幹部・取締役（監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、社会的な水準、経営内容及び役位等を踏まえた適正な水準とす
ることを基本方針とすることを取締役会で決定しております。具体的には取締役（監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及び譲渡
制限付株式報酬制度としております。また、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、経営の監
督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式を支給せず、基本報酬のみで構成します。なお、取締役会決議に基づき、代表取締役会長の金
子和斗志氏に対して、取締役会において決議した決定方針に沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限を委任しており、代
表取締役会長は、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、その答申を尊重の上、各取締役の基本報酬を決定しております。

（4）経営幹部の選解任と取締役候補（監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補（社内）の指名に当たりましては、各人の
業績への寄与度を定量的評価のみでなく定性的評価にも基づき取締役会が決定しております。また、社外役員候補の指名に当たりましてはその
経歴を勘案したうえで、当社常勤取締役との面談を経て取締役会で決定します。なお、役員候補の指名に際しては、指名・報酬諮問委員会に諮問
し答申を得るものとし、その答申を尊重するものとします。

（5）各取締役の指名・選解任理由につきましては、当社HP及び株主総会招集通知に説明しております。

【補充原則４－１－１　取締役会の役割・責務(1)】

取締役会は、法令及び定款の定めにより取締役会専決とされる事項及び当社「取締役会規程」に定める重要事項について判断・決定を行ってお
ります。これ以外の業務執行案件については、「職務権限規程」に定めて、会長以下業務運営の長に委譲しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の独立性判断基準を策定済みであり、本報告書II－１【独立役員関係】にて開示しております。

【補充原則４－１１－１　取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、定款で取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名以内、監査等委員である取締役５名以内と定めております。現在11名
（うち独立社外取締役４名）で構成しており、当社事業に精通している者、銀行ＯＢとして幅広い業種の事業内容に精通している者、事業会社経営
の経験がある者、各専門分野において高い見識を有する者を選任しております。また、新任取締役の選任に当たりましては、当社の経営理念に
賛同してもらえるか、当社の企業価値向上に資する候補者であるかを主な判断基準とし、候補者と常勤役員の対話の機会を持った上で、指名・報
酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、その答申を尊重し、取締役会、株主総会で審議の上決定しております。

当社が各取締役に対して期待する分野（スキルマトリックス）を、本報告書の最終頁に記載しております。

なお、独立社外取締役1名は、他の事業会社での経営経験を有する者を選任しております。

【補充原則４－１１－２　取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】

現状当社の常勤取締役につきましては関連会社以外の常勤役員の兼務はなく、当社グループ企業価値向上に全力で取り組んでいただいており
ます。

非常勤取締役の役員兼務につきましても合理的な範囲内であると判断しており、当社での役員の責務を十分に果たしていただいております。

当社役員の他社での兼務状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等で開示しております。

【補充原則４－１１－３　取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、以下の通り実効的に運営されているものと考えております。

（1）原則、月１回以上開催し重要な案件を適時適切に審議・決定しております。

（2）取締役会資料については最低３日前までに配布するものとし、議案に関し十分な審議時間を確保し活発な議論を経て検討決議を行っており、
必要な報告も行っております。

（3）決議した案件について、必要なものはその後の経過・結果を報告しており、取締役の職務執行状況を監督しております。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査等委員のトレーニング】

会社は全役員に対し、その職務遂行に必要な知識の習得や能力の向上を図るため、会社の費用によりトレーニングの機会を提供することを基本
方針としています。具体的には、監査役協会や東京証券取引所、各種研修機関が提供するセミナーやＥラーニング、講習会などの受講の機会を
提供します。

各取締役は会社が提供するトレーニングの機会をはじめとして、各自の業務執行に資する知識を積極的に習得するものとします。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】



当社の株主との対話の体制整備・取り組みに関する方針については以下の通り取締役会で決定しております。

(1)当社では、ＩＲ所管取締役を指定し、（2）経営企画室をＩＲ担当部署としております。（3）当社では株主総会を株主との対話の最も重要な機会とと
らえており、その内容充実に注力しております。投資家に対しては、年に２回決算説明会を開催し、個別訪問や個人投資家説明会なども実施して
おります。決算説明会の状況は、後刻当社ホームページに動画にて開示を行っており、説明会場にご来場いただけない方への情報提供の機会と
しております。（4）株主総会でのご意見、株主への営業報告送付時のアンケート調査結果、株主優待へのご意見調査、ＩＲでの投資家サイドからの
意見・関心事などについては、適宜経営会議や取締役会などで経営陣へ報告し、必要な対応を取っています。（5）インサイダー情報については「イ
ンサイダー取引防止規程」、「情報開示規程」にインサイダー取引防止のためのルールを定め、社内徹底に努めその発生がないよう注力しており
ます。また、各四半期末日から当該決算発表日までは「沈黙期間」として業績に関するコメントや質問への回答は控えさせていただいております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年1月27日

該当項目に関する説明

当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を含む企業価値向上に向けた取り組みについては、当社HPの「株主・投資家の皆さ
まへ」→「経営方針」→「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」(https://www.ikk-grp.jp/ir/management/capitalcost.html)にて掲載
しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社エム・ケイ・パートナーズ 9,986,000 33.75

金子　和斗志 3,108,200 10.50

アイ・ケイ・ケイホールディングス従業員持株会 1,109,100 3.74

アイ・ケイ・ケイホールディングス取引先持株会 911,300 3.08

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 543,400 1.83

野村信託銀行株式会社（アイ・ケイ・ケイホールディングス従業員持株会専用信託口） 514,100 1.73

金子　晴美 492,700 1.66

株式会社佐賀銀行 150,000 0.50

松本　正紀 125,500 0.42

寺澤　大輔 112,279 0.37

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

当社は、自己株式を372,840株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 10 月



業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

平山　知宏 他の会社の出身者

楠　典子 税理士

伊藤　晴輝 他の会社の出身者 △

梅山　香里 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家



g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

平山　知宏 　 ○ ―――

ＩＴに関する高度な専門知識を有しており、当社
取締役会の機能強化と活性化につなげること
が期待でき、かつ上記a～kのいずれにも該当
していないことから、独立性が十分に確保さ
れ、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと
判断し、独立役員と指定いたしました。

楠　典子 ○ ○ ―――

税理士として、税務・会計に関する専門性の高
い知見・識見を有しており、当社取締役会の機
能強化と活性化につなげることが期待でき、か
つ上記a～kのいずれにも該当していないことか
ら、独立性が十分に確保され、一般株主と利益
相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と
指定いたしました。

伊藤　晴輝 ○ ○

2013年６月まで当社の会計監査人である
EY新日本有限責任監査法人に在籍して
おりましたが、当社から当該監査法人に
経済的依存度が生じるほどの多額の金銭
を支払っておらず、当該監査法人を退職し
てから相当程度の期間を経過しているた
め、独立性を有していると判断しておりま
す。

公認会計士として、財務及び会計に関する高
度な専門知識を有しており、当社取締役会の
機能強化と活性化につなげることが期待でき、
独立性の基準に該当していないことから、独立
性が十分に確保され、一般株主と利益相反の
生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定い
たしました。

梅山　香里 ○ ○ ―――

中小企業診断士の資格を有する経営コンサル
タントとして、企業経営に関する専門的な知見
を有しており、当社取締役会の機能強化と活性
化につなげることが期待でき、かつ上記a～kの
いずれにも該当していないことから、独立性が
十分に確保され、一般株主と利益相反の生じ
る恐れがないと判断し、独立役員と指定いたし
ました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 5 1 2 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、当社の内部監査室との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置して
おりません。

なお、監査等委員会から、監査の職務を補助する取締役及び使用人の配置を求められた場合には、内容について監査等委員会と協議の上、速
やかに設置することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況



・監査等委員監査と内部監査との連携状況

　内部監査室との連携については、毎月開催される監査等委員会において内部監査室が行う内部監査の実施状況の報告を受け、随時意見・情
報交換を継続的に実施することとしており、監査の実効性を高めております。

・監査等委員監査と会計監査との連携状況

　会計監査人との連携については、定期的に職務の執行状況の報告を受けるほか、会計監査人の監査に立ち会う等により、その監査の方法及び
結果の相当性を検証しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 1 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 1 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

・取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

・指名・報酬諮問委員会は取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

　（１）取締役の選任・解任の方針及び基準

　（２）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項

　（３）代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項

　（４）後継者計画（育成を含む）の策定・運用に関する事項

　（５）取締役の報酬等に関する事項

　（６）取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項

　（７）その他、取締役会が必要と認めた事項

・指名・報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。ま
た、委員長は、独立社外取締役より選定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、当社の適正なコーポレートガバナンス体制の構築のために、以下の独立性判断基準に合致する者を独立社外取締役として選任すること
としております。

「社外取締役の独立性判断基準」

当社は、当社の社外取締役が、下記項目のいずれにも該当しない場合、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断します。

① 当社及び当社の連結子会社（以下、「当社グループ」という）の出身者（注1）

② 当社グループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者

③ 当社グループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者

④ 当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者

⑤ 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

⑥ 当社グループから役員報酬以外に、多額（注4）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサル

タント等の法人、組合等の団体に所属する者

⑦ 当社グループから多額（注4）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

⑧ 当社グループの業務執行取締役、常勤監査等委員が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の

業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

⑨ 上記②～⑧に役員選任時から過去３年間において該当していた者

⑩ 上記①～⑨に該当する者が重要な者（注5）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

（注）



１．出身者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去
に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。

２．当社グループを主要な取引先とする者とは、最近事業年度におけるその者の年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者
をいう。

３．当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結総売上高の２％以上の額の支払いを当社に行っている者、直近
事業年度末における当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資している者をいう。

４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結総売上高もしくは総
収入の２％を超えることをいう。

５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

譲渡制限付株式報酬制度の導入

2020年１月28日開催の第24期定時株主総会の決議に基づき、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付
株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役に支払った報酬（2025年10月期）

　取締役（監査等委員を除く。）93,449千円（うち社外取締役2,400千円）

　取締役（監査等委員）17,500千円（うち社外取締役8,100千円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有
を図る報酬体系とし、個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の決定に際しては、社会的な水準、経営内容及び役位等を踏まえ
た適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報
酬制度とします。また、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、経営の監督機能を十分に機能
させるため譲渡制限付株式を支給せず、基本報酬のみで構成します。なお、当社は、2025年１月28日開催の取締役会において、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する
内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。

ａ．基本報酬に関する方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、社会的な水準、経営内容及び役位等に応じて当社の業
績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。

b．非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、毎年、一定の時期に譲渡制限付株式報酬を支給します。その株式数



は、役位ごとにあらかじめ定められた基準及び当社の業績に対する貢献度に応じて計算します。

ｃ．報酬等の決定の委任に関する事項

個人別の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取
締役の基本報酬の額とします。代表取締役会長は、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、その答申を尊重の上、各取締役の基本
報酬の額を決定します。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対するサポート体制は、経営管理部が対応しており、基本的には、毎月開催される取締役会の事前通知等を行い、取締役会での意
見交換及び決議が円滑に遂行できる体制を構築しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

村田　裕紀 副会長 知識・経験に基づく助言 常勤、報酬有 2021/10/31 １年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

－

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

1．取締役会

当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名（うち、社外取締役１名）、監査等委員である取締役５名（うち、社外取締役３
名）により構成しており、定時取締役会を毎月１回、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営の重要事項について
の意思決定や業務執行状況の報告を受ける等、業務執行の監督をしております。

・取締役会構成員の指名等

　議 長：代表取締役社長COO 中嶋大祐

　構成員：代表取締役会長CEO　金子和斗志、取締役 寺澤大輔、取締役 森田康寛、取締役 小田豊、社外取締役 平山知宏、

　　　　　取締役 阿部慶介（常勤監査等委員）、社外取締役 楠典子（監査等委員）、社外取締役 伊藤晴輝（監査等委員）、

　　　　　取締役 中村亮介（監査等委員）、社外取締役 梅山香里（監査等委員）

２．監査等委員会

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役５名（うち、社外取締役３名）で構成しており、それぞれの専門的な立場において豊富な経験と
高い見識を有しております。監査等委員会は毎月１回開催し、内部統制システムを活用した監査及び監督を実施するほか、監査等委員会におい
て策定された監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準、監査計画等に基づき、重要書類の閲覧、取締役及び使用人に必要な報告や調査を
求める等、取締役の職務執行の監督その他法令に定められた職務を行います。また、内部監査室及び会計監査人との連携を密にし、監査の実
効性の向上を図っております。

・監査等委員会構成員の氏名等

　議 長：取締役 阿部慶介（常勤監査等委員）

　構成員：社外取締役 楠典子（監査等委員）、社外取締役 伊藤晴輝（監査等委員）、取締役 中村亮介（監査等委員）、

　 社外取締役 梅山香里（監査等委員）

３．経営会議

当社では原則週１回木曜日に開催し、常勤取締役、常勤監査等委員である取締役、部長、内部監査室長等から構成され、重要案件の審議、取締
役会決定事項の具体策、新施策やリスク対応等を協議し、経営の迅速化を図っております。

・経営会議構成員の氏名等

　議 長：代表取締役社長COO　中嶋大祐

　構成員：代表取締役会長CEO　金子和斗志、取締役 寺澤大輔、取締役 森田康寛、取締役 小田豊、

　　　　　　取締役 阿部慶介（常勤監査等委員）、執行役員及び重要な業務を執行する部門責任者

４．内部監査室

代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を設置しております。内部監査室は専任担当者１名にて構成しており、年間計画に基づき実地調査
を中心に内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長、監査等委員会及び取締役会に報告され、被監査部門責任者に改善事項
の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人とも相
互に連携して内部監査の効率化やその質の向上を図っております。



５．コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査等委員である取締役、部長、内部監査室長で構成され、原則、

半期に１回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに係る事項の検討・審議を行い、コ

ンプライアンス体制の強化・推進を図っております。

・コンプライアンス委員会構成員の氏名等

　委員長：代表取締役社長COO　中嶋大祐

　構成員：代表取締役会長CEO　金子和斗志、取締役 寺澤大輔、取締役 森田康寛、取締役 小田豊、取締役 阿部慶介（常勤監査等委員）、

　　　　　　執行役員、部長及び内部監査室長

６．指名・報酬諮問委員会

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、委員３名により構成され、うち２名は社外取締役であり、委員の
過半数が社外取締役で構成されております。指名・報酬諮問委員会は、原則として毎年４回開催し、取締役の指名及び報酬等を審議することで、
これらの透明性・客観性を確保する体制を確保しております。

・指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等

　委員長：社外取締役　楠典子（監査等委員）

　構成員：社外取締役　伊藤晴輝（監査等委員）、代表取締役会長CEO　金子和斗志

７．会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は永里剛、内野健志の２名であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。また、監査業務
に係る補助者は公認会計士８名、会計士試験合格者等５名、その他10名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査等委員会を設置しており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が相互にその職務執行の監視・監督にあたるとともに、監査等
委員である取締役が取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行を監査・監督する経営体制を構築しております。

監査等委員である取締役のうち３名の社外取締役を独立役員として指名し、適法性監査に留まらず、独立・公正な立場で取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の重要な職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等ガバナンス体制を整えており、経営監視体制も十分に機能してい
ると判断し、現体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
決算の早期化により、株主総会招集通知の早期発送を可能とするよう努めております。

また、株主総会開催日の32日前に自社及び東証ホームページへ「招集ご通知」を開示し
ています。

電磁的方法による議決権の行使 電子投票を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向けに株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを採用してい
ます。

その他
・自社ホームページ上におきまして株主総会招集通知及び決議通知を掲載しております。

・インターネットによるライブ配信及び事前質問の受付を実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 自社ホームページ上におきまして公表しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回（本決算、第２四半期決算発表時）の決算説明会に加えアナリスト・ファ
ンドマネージャーとの業績や経営方針等に関する個別ミーティングを年２回実
施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算説明会資料、決算説明会動画、有価証券報告書、その他適時
開示資料等を掲載しております。



IRに関する部署（担当者）の設置 担当部署は、経営企画室であります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーの保護及び取引の公正性の観点から、関係法令及び取引所が定める適
時開示規則等を順守し、投資判断の根拠となる情報を適時・適切に開示することを情報開
示の基本方針としております。

その他 当社は、取締役に女性を２名登用しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）当企業集団の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するよう、経営理念、行動憲章、「コンプライアンス規程」をはじめとする
経営基本規程の他、組織運営、業務運営のための規程、マニュアル、通達等を定め、研修、諸会議、社内回覧等により社内徹底を図り、これを遵
守する体制を構築し運営する。また、内部監査を通じ、使用人の職務執行の法令、定款、社内規程等の適合性を点検する。

（2）当企業集団の取締役の職務執行を監督するために、毎月１回の定時取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会において、各取締役
はそれぞれの職務の執行状況を報告すると共に、他の取締役の職務執行状況を相互に監視する。

（3）「内部通報規程」に基づき、社内での相互監視システムと通報者の保護を確立することにより、取締役と使用人の職務執行の適法性を確保す
る。

（4）当企業集団の取締役は、反社会的勢力からの不当な要求に対して毅然とした態度で臨み、関係機関との連携や組織一体となった対応を図る
等して、これらの勢力との一切の関係を遮断する。

２．当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当企業集団は、法令及び「文書管理規程」、「情報管理規程」、「個人情報管理規程」等社内規程に基づき適切に保管管理を行い、取締役はこれ
を常時閲覧することができる体制を構築し運用する。

３．当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当企業集団は、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」に基づき、当企業集団の経営に悪影響を及ぼす虞のある事態（重大なコンプライアンス違
反、甚大な被害が生じた災害、重大な食品事故等）に対しその適切な対応を行う。有事の際には、当社社長を本部長とする対策本部を設置し、情
報連絡体制を整え、必要に応じ外部専門家も対策本部に加える等損害を極小化する体制を構築し運用する。

４．当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

原則月１回の定時取締役会や、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行の決定や取締役の職務執行状況の報告を受ける。加えて
原則毎週１回経営会議を開催し、具体的な業務の状況や諸問題に対応した機動的な業務の処理を行う体制を構築し運用する。また、「組織規
程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」による適切な権限の委譲を行うことにより、効率的な取締役の職務の執行を行う。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について事前
協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保する。

（2）当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的に当社への報告を義務付
ける。

（3）当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社に対する内部監査を実施する。

６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、内容について監査等委員会と協議の上、速やかに設置する。

７．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査等委員会の要請により設置した場合には、当該使用人の指揮・命令等は監査等委員会の下にあることとし、その人事上の取扱いは監査
等委員会の承認を得ることとする。

（2）監査等委員会の職務を補助すべき使用人が設置された場合には、他部署の兼務があっても、優先的に監査等委員会の指揮命令に従わなけ
ればならない。また、兼務する他部署の上長及び担当取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合には必要な支援を行うこととする。

（3）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社取締役及び使用人に周知徹底する。

８．当社の監査等委員会への報告に関する体制

（1）当企業集団の取締役及び使用人は監査等委員の出席する取締役会や経営会議にて職務の執行状況を報告する体制を構築し運用する。ま
た、当企業集団の取締役及び使用人は、監査等委員会の要請に応じ必要な報告及び情報の提供を行う。

（2）「内部通報規程」に基づく内部通報がなされた場合は、その内容、会社の対応等の顛末につき、監査等委員会へ報告される体制を構築し運用
する。

（3）監査等委員会へ報告を行った当企業集団の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、そ
の旨を当企業集団の取締役及び使用人に周知徹底する。

９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）監査等委員会は代表取締役、会計監査人、内部監査室と定期的に意見や情報の交換を行うことにより監査の実効性、効率性を確保する。ま
た、「監査等委員会規程」、「監査等委員会監査等基準」の改廃は監査等委員会が行う。加えて監査等委員会の要請があった場合には速やかに



弁護士等の外部専門家と直接相談ができる環境を整備する。

（2）当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係
る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制

当企業集団は、財務報告の信頼性を確保するため、適切な内部統制システムを構築し、その運用を行うと共に、必要な是正を実施する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「行動憲章」及び「コンプライアンス規程」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とし
た態度を貫く」、「反社会的勢力との関係を遮断し、違法・不当な要求を排除する」旨定めております。

また、反社会的勢力への対応といたしましては、「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、対応部署を定め、警察等の行政機関・弁護士・社外の
専門機関との情報連携及びグループ全社員に対し、対応の心得や具体的対応方法等についての社内研修会等を実施しております。その他、取
引先、役員、従業員、株主等各属性に対し、反社会的勢力対応マニュアルに基づき、スクリーニングを実施し、新規取引先との契約書には暴排条
項を規定するほか、役員就任前、従業員採用前に「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」を取り交わす等、体制を確立しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

報告日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

該当する事項はございません。
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委員長

副委員長

委員 各部長

事務局 経営企画室

オブザーバー 常勤監査等委員、内部監査室長

ＴＤｎｅｔ　開示

記者クラブ等 ＨＰ 取締役会報告

情報開示委員会

代表取締役社長

情報取扱責任者

経営会議（審議）

取締役会（決議） 代表取締役社長（決裁）

【適時開示フロー図】

決算に関する情報
（子会社を含む）

決定事実に関する情報
（子会社を含む）

発生事実に関する情報
（子会社を含む）

経営管理部長 担当部長 担当部長
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当社が取締役及び監査等委員である取締役に対して期待する分野（スキルマトリックス） 

各取締役及び監査等委員である取締役につきまして、これまでの経験をもとに、期待する分野について記載しております。 
 

氏  名 性別 属性 

当社が各取締役に特に期待する分野 

経営 
財務・ 

会計 

法務・ 

コンプライ

アンス 

海外経験 
IT・ 

デジタル 

営業・ 

マーケティ

ング 

ESG 新規事業 

取 

締 

役 

金 子 和斗志 男性  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

中 嶋 大 祐 男性  ○   ○ ○ ○  ○ 

寺 澤 大 輔 男性  ○     ○  ○ 

森 田 康 寛 男性  ○ ○  ○  ○ ○  

小 田   豊 男性  ○ ○   ○ ○  ○ 

平 山 知 宏 男性 
【社外】 

【独立】 
○    ○ ○  ○ 

監 

査 

等 

委 

員 

阿 部 慶 介 男性  ○ ○ ○   ○   

楠   典 子 女性 
【社外】 

【独立】 
○ ○    ○   

伊 藤 晴 輝 男性 
【社外】 

【独立】 
○ ○    ○  ○ 

中 村 亮 介 男性  ○  ○ ○  ○   

梅 山 香 里 女性 
【社外】 

【独立】 
○ ○ ○   ○  ○ 

  
 
 


